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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結
会計期間

第60期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 129,101 39,118 187,339

経常利益（百万円） 7,039 1,896 10,521

四半期（当期）純利益（百万円） 3,098 208 5,966

純資産額（百万円） － 64,066 65,237

総資産額（百万円） － 103,336 116,089

１株当たり純資産額（円） － 2,912.912,900.87

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 138.10 9.30 266.22

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 138.08     － 265.18

自己資本比率（％） － 61.9 56.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,727 － 7,370

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
821 － △4,519

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△4,093 － △2,253

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 16,290 15,835

従業員数（人） － 1,151 1,099

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．第61期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,151(127)

　（注）　従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（嘱託社員・パートタイマー）は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平

均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,071(113)

　（注）　従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（嘱託社員・パートタイマー）は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人

員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、商品仕入、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　事業の種類別セグメントのうち、産業機器事業及び空調配管事業が生産活動を行っており、当第３四半期連結会計

期間における生産実績を示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

産業機器事業（百万円） 42

空調配管事業（百万円） 6,392

合計（百万円） 6,434

　（注）１．金額は、販売価格で表示しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 商品仕入実績

　当第３四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

電気機器事業（百万円） 25,800

産業機器事業（百万円） 4,544

空調配管事業（百万円） 513

その他の事業（百万円） 25

合計（百万円） 30,884

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 受注状況

　事業の種類別セグメントのうち、産業機器事業の一部についてのみ受注生産を行っており、当第３四半期連結会計

期間における受注状況を示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

産業機器事業 72 68

計 72 68

　（注）１．金額は、販売価格で表示しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

電気機器事業（百万円） 28,144

産業機器事業（百万円） 5,087

空調配管事業（百万円） 5,852

その他の事業（百万円） 33

合計（百万円） 39,118

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主要顧客（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当する販売先はありません。

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況　

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の世界金融危機が深刻化したことに伴う企業収益の減

少や雇用情勢の急速な悪化など、景気後退局面を迎えました。

　当社グループの係わる電設資材業界は、景気低迷や信用収縮の影響により建設市場が冷え込むなど総じて厳しい

経営環境が続きました。

　また自社製品の係わる空調業界は、個人消費の冷え込みが依然として続いており、平成20年度第３四半期のルーム

エアコンの国内出荷台数は109万台（前年同期比2.3％減）と厳しい市場環境となりました。

　このような情勢のなか、当社グループは自社製品の拡大や首都圏への営業力強化など、積極的な営業活動を行って

まいりましたが、市況の低迷による主力商品の売上減少が大きく影響し減収減益となりました。

　この結果、連結売上高391億18百万円、連結営業利益18億18百万円、連結経常利益18億96百万円、連結四半期純利益

２億８百万円となりました。
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　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。　

＜電気機器事業＞

　建設投資が依然として低調に推移するなか、配分電盤をはじめ電設資材全般において売上が減少したことに加え、

銅価格が急激な下落基調へと転じた影響により電線ケーブル類の売上が大幅に減少した結果、連結売上高281億44

百万円、連結営業利益４億51百万円となりました。

＜産業機器事業＞

　設備投資を抑制する動きが急速に強まるなか、電子部品において機器用電源の売上が低調であったことに加え、制

御機器においても光電センサー、表示器等の売上が総じて低調であった結果、連結売上高50億87百万円、連結営業利

益64百万円となりました。

＜空調配管事業＞

　主力製品である空調配管化粧カバー「スリムダクトシリーズ」の売上が大幅に減少したことに加え、ルームエア

コン用の被覆銅管の売上も減少した結果、連結売上高58億52百万円、連結営業利益12億85百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計　　期

間末に比べ15億69百万円減少し、162億90百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動の結果使用した資金は３億97百万円となりました。これは主に投資有価証券評価損の発生（14億33百万

円）や売上債権の減少（13億44百万円）等がありましたが、法人税等の支払（22億16百万円）やたな卸資産の増加

（14億円）等があったことによるものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動の結果得られた資金は79百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出（１億51百万

円）や有形固定資産の取得による支出（１億５百万円）等がありましたが、有価証券の償還による収入（４億円）

等があったことによるものであります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動の結果使用した資金は12億51百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出（12億47百万

円）等があったことによるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は、当社の株券等の大規模買付提案であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するも

のであれば、これを一概に否定するものではありません。また、本来、株式会社の支配権の移転を伴う大規模買付提

案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行われるべきものであります。

　しかし、昨今、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣との十

分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として株券等の大規模買付けを強行するといった動きが顕在化し

ております。このような大規模買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、取締役会や株主が買付けの条件

等について検討し、あるいは取締役会が代替案を策定するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付

けを行おうとする者の掲げる条件よりも有利な条件を提示するためにこれらの者との交渉を必要とするもの等、企

業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社としては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた諸施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワークの

有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上でなけれ

ば、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることは困難であると考えており、当社の

株券等の大規模買付けを行う者がこれらの要素を十分に把握し、中長期的に確保させるのでなければ、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することになると考えます。

　こうした事情に鑑み、当社は、このような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付

けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

②基本方針の実現に資する取組み

・当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

＜当社の経営の基本理念について＞

　当社は、「省エネルギー、省資源など地球環境に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢献する」という経営の基

本理念のもと、電設資材商品の卸販売・空調部材等の製造販売を行っております。省エネルギーの推進、地球環境

への配慮といった新しい価値観が時代のニーズをリードしておりますが、その中でも電気に関わる商品・製品が

社会に果たす役割は無限にあるといっても過言ではありません。当社は、これらを安定供給するという社会的使

命を果たしつつ、当社を取り巻く多くのステークホルダーの信頼に応え、その責任を果たすことを通じて、企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図っております。

＜当社の企業価値の源泉について＞

　当社は、昭和13年に特殊電動発動機の製造業として創業し、その後、電設資材商品の卸販売業へ転換し、さらに、

商品を広く供給するという流通業としての使命に応えるべく営業の全国展開を行うとともに、空調部材等の製造

販売業に進出する等して、今日に至っております。当社が、このように長きにわたり事業を展開することができて

いるのは、当社の事業の背後にある経営の基本理念を、株主の皆様をはじめとするステークホルダーにご理解い

ただけているからと考えております。

　当社の特徴は、電設資材商品の卸販売、及び、空調部材等の製造販売を両輪として事業を展開していることにあ

ります。電設資材商品の卸販売においては、豊富な商品知識と独自の調達機能を活かし、単なる商材の流通にとど

まることなく付加価値の高い活きた商材を提供し続けることにより、業界最大手の規模と販売量を誇っておりま

す。他方、空調部材等の製造販売においては、独創性の高い製造技術や新たなニーズの発掘に基づく高品質な製品

の提案により、高収益を生み出しております。かかる両輪のシナジー効果が、当社事業の継続的な成長につながっ

ております。
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　また、当社は、電設資材商品の卸販売業として総合メーカーの傘下に入ることなく、経営の独立性を確保してい

るという特徴も有しております。このことにより、仕入面に関しては、特殊分野に特化した専門メーカーを中心と

して、幅広い商材の取扱いが可能となり、顧客のニーズに即応した供給体制を実現することができるとともに、専

門メーカー等と共同して顧客のニーズを商品開発につなげることも可能となっています。加えて、販売面に関し

ては、総合メーカー主導の販売エリアの束縛を受けることなく、主要都市に営業拠点を配置することができ、全国

各地の顧客へ商品を供給することが可能となっています。さらに、メーカーと顧客をつなぐ卸販売業として、「人

と人のつながり」、「会社と会社のつながり」を大切にする当社の社風は、創業から今日に至るまでの得意先・

仕入先との相互研鑽を形成し、取引先相互の発展と良好な関係の構築に結実しております。

　さらに、顧客満足度の向上、他社との差別化を図るためには、電設資材・空調部材等分野の専門家としての技術

力を備えた人材が不可欠であり、このような技術力を備えた従業員が当社の経営資源の核となることから、当社

はこれまでも優秀な人材の確保や継続的な育成に時間と資金を惜しまない経営方針を貫いてまいりました。当社

は、今後とも、従業員とともに成長・発展していく企業であり続けたいと考えております。

　当社がその社会的使命・責任を果たすためには、長期にわたる安定的な経営基盤の確保に努めることが必要で

あると考え、当社を支援してくださる株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして掲げており

ます。したがって、配当政策につきましては期間業績に応じた適正な利益還元を目指し、期末配当として年１回、

当期純利益の35％を配当する業績連動型の配当政策を基本方針としております。これに加え、平成17年３月期か

ら平成21年３月期までの５年間にわたり、各期末に１株当たり25円を特別配当として株主の皆様に還元いたして

おります。

＜当社の今後の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて＞

　当社は、以下の諸施策を実行することによって、さらに企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上

させることに努めてまいります。

　収益の柱である空調配管製品における研究開発をさらに推し進めるとともに、「環境保全、バリアフリー、安全

・省施工」をテーマとして、空調分野で培った製品開発力を防災分野、冷凍分野、給水分野、電材分野へ水平展開

し、事業領域の拡張を目指してまいります。また、将来の新芽を育てるべく、新たな成長分野の研究開発を推し進

め、全国に築き上げた電設資材商品の販路を活用し、これら自社製品を積極的に市場投入してまいります。これら

と並行して、マルチメディアに対応した住宅向け情報盤（アバニアクト）をはじめ、新たなニーズを発掘したユ

ニット商品の企画開発にも注力してまいります。

　また、現在の建築・建設需要や将来の成長可能性は首都圏に集中していることから、当社の成長戦略上も、首都

圏市場が重要な位置を占めることになります。当社の売上高は首都圏対近畿圏の市場規模に比して、近畿圏にお

ける比重が大きなものとなっており、市場規模とのアンバランスが生じています。今後は市場規模に対応する形

で、首都圏・関東エリアへ積極的に経営資源を投入し、当社の持つ提案営業能力、商品供給能力、情報技術力及び

財務信用力を活かし、収益向上を図ってまいります。

　さらに、継続的なコスト削減により、経営の効率化を追求し続けてまいります。具体的には、東京及び大阪物流セ

ンターの活用により迅速な商品供給体制を確立すると同時に、受発注業務及び物流業務等におけるコスト削減の

徹底、オペレーション効率の向上に努めてまいります。

・コーポレート・ガバナンスの整備

　当社は、上記諸施策をより実効性あるものとするために、コーポレート・ガバナンスに重点を置いた経営を行っ

ております。

　経営上の意思決定・業務執行の監督を行う機関である取締役会の意思決定の客観性・合理性を担保し、これに

対する監督機能の充実を図るべく社外取締役を１名選任するとともに、取締役の経営責任を明確にするべく取締

役の任期を選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとして

おります。さらに、意思決定機関としての取締役会を補完するものとして経営会議を設置し、中長期的な経営方

針、経営戦略のほか、取締役会の委嘱を受けた業務執行上の重要事項について審議しております。

　また、経営チェック機関として、監査役は、取締役会の意思決定や取締役の業務執行を監査するほか、社長直属の

専任部門である監査室とも緊密な連携をとり、また、会計監査人とも積極的な意見・情報交換等を行うことによ

り、監査役監査の実効性を高めております。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　当社は、平成18年５月17日開催の取締役会において導入を決議し、平成18年６月16日開催の第58期定時株主総会に

おける承認により導入された「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」を変更し、当社定款第20条に基づ

き、平成20年６月20日開催の第60期定時株主総会において、以下にその概要を記載する対応方針（以下、「本プラ

ン」といいます。）を導入することについて承認を得ております。その概要は以下のとおりであります。

・本プラン発動の対象となる買付行為

　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、もしくは、当社が発行

者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合

計が20％以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行為（以下、「大規模買付行為」といい

ます。また、大規模買付行為を行おうとする者または大規模買付行為の提案を行う者を、以下、併せて「大規模買

付者等」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合が対象となります。

・情報提供とその評価・検討等

＜当社に対する情報提供＞

　大規模買付者等には、大規模買付行為に先立ち、本プランに定められた手続を遵守する旨の誓約その他一定の事

項を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社取締役会に提出していただきます。

　当社取締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者等に対して、大規模買付行為に関

する情報として当社への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者等には、当該書面に従

い、大規模買付行為に対する株主の判断並びに当社取締役会及び特別委員会の評価・検討等のために必要かつ十

分な日本語で記載された情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を、当社取締役会が適切と判断する期限

までに当社取締役会に書面で提供していただきます。提出された大規模買付情報が、株主または当社取締役会も

しくは特別委員会が当該大規模買付行為を評価・検討するための情報として十分でないと考えられる場合には、

当社取締役会は、適宜回答期限を定めた上で大規模買付者等に対して追加的に情報提供を求めることがありま

す。また、当社取締役会は、株主の皆様または当社取締役会もしくは特別委員会が大規模買付行為を評価・検討す

るための必要かつ十分な情報が大規模買付者等から提出されたと判断する場合には、その旨の通知を大規模買付

者等に行います。

　なお、意向表明書の提出があった事実、及び、当社取締役会に提供された大規模買付情報その他の大規模買付行

為に関連する情報のうち、株主の皆様のご判断のため開示することが妥当であると考えられるものにつきまして

は適時適切に開示します。

＜当社取締役会による大規模買付情報の評価・検討等＞

　大規模買付者等による大規模買付情報の提供が行われた後、当社取締役会は、これらの情報を評価・検討し、大

規模買付者等との買付条件に関する交渉、当該大規模買付行為に対する意見形成、代替案の策定等を行います。ま

た、当社取締役会は、本プランに基づく対抗措置の発動の是非について、下記記載の特別委員会に諮問し、必要に

応じて適宜外部専門家等の助言を得るものとします。

　当社取締役会がこれらの評価・検討等を適切に行うために、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付

けによる当社の全株券等の大規模買付行為の場合）または90日間（それ以外の大規模買付行為の場合）の評価

期間を設定します。

　当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、評価期間終了日までに、当社取締役会としての意見

を取りまとめ、公表いたします。

　また、当社は、当該決定がなされた場合は、速やかにその旨及び対抗措置発動の際には法令等により定められて

いる事項のほか、当社取締役会が適切と認める事項について当社株主及び投資家の皆様に開示を行います。

　なお、当社取締役会が評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決定に至らないことにつきやむを得ない事

情がある場合は、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、最大30日間評価期間を延長できるものとします。

評価期間を延長する場合は、延長する日数及び延長の理由を速やかに情報開示いたします。

　大規模買付者等は、評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるものとします。
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・大規模買付行為がなされた場合の対応方針

＜大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守する場合＞

　大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守する場合には、当社取締役会が仮に大規模買付行為に反対で

あったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得等を行う可能性は存するものの、原則とし

て、当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動することはありません。大規模買付者等の提案に応じるか否か

は、当社株主の皆様において、当該大規模買付行為の内容並びにそれに対する当社取締役会の意見及び代替案等

をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

　ただし、大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、特別委員会による勧告を最大限尊重した上

で、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することを目的として、対抗措置の発動を決

定することがあります。

＜大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合＞

　大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守していないことが明らかな場合には、当社取締役会は、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保することを目的として、特別委員会の勧告を待たずに対抗措置の

発動を決定することができるものとします。大規模買付者等が本プランに定める手続を遵守していないと当社取

締役会が判断するものの、それが必ずしも明らかでない場合には、かかる手続が遵守されたか否かについて特別

委員会に諮問し、かかる手続が遵守されておらず対抗措置を発動すべきであると特別委員会が勧告する場合に

は、取締役会はその勧告を最大限尊重して対抗措置の発動を決定することがあります。

　対抗措置の具体的な方策としては、原則として、新株予約権の無償割当てを行います。また、会社法その他法令及

び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措

置が用いられることもあります。

・株主総会の決議

　特別委員会から対抗措置の発動の是非について株主総会に諮るよう勧告された場合においては、取締役会は、特

別委員会による勧告を最大限尊重した上で、対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する議案を当社定款

第13条第１項に基づき、当社株主総会に付議することがあります。当該株主総会が開催される場合には、当該株主

総会において新株予約権の無償割当てに関する決議がされた後においてのみ大規模買付行為を開始することが

できるものとします。当該株主総会において当該議案が可決された場合には、当社は、対抗措置として新株予約権

の無償割当てを行います。

・特別委員会の概要

　本プランに定める手続が遵守されたか否か、取締役会の評価期間を延長するか否か、及び、本プランに基づく対

抗措置を講じるか否か等の当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するために、当社は、取締役会から独立

した機関として、特別委員会を設置します。

　特別委員会は３名以上の委員により構成され、各委員は、当社取締役会が当社社外取締役、当社社外監査役及び

社外の有識者(弁護士、税理士、公認会計士及び学識経験者等)の中から選任します。かかる特別委員会の決議は、

原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。

④上記の具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の確保・向上のために最優先

されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的に、上記記載

の基本方針の実現に資する取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益を向上させ、その向上が株主及び投資家による当社株式の評価に適正に反映されること

により、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大規模買付行為が困

難になるものと考えられ、これらの取組みは、基本方針に資するものであると考えております。したがいまして、上

記記載の基本方針の実現に資する取組みは基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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　また、本プランは、前述のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させる目的を

もって導入されたものであり、基本方針に沿うものです。本プランは、株主総会において株主の皆様の承認を得た上

で導入され、また、対抗措置の発動にあたって新株予約権無償割当てに関する議案を株主総会に付議することがあ

るものとされており株主意思を重視するものであること、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されている

こと、本プランの運用ないし対抗措置の発動に関する取締役会の判断の合理性・公正性を担保するために、取締役

会から独立した機関として特別委員会が設置され、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重して取締役会が判断を行

うこととされていること、本プランは有効期間の満了前であっても株主総会または株主総会で選任された取締役で

構成された取締役会により何時でも廃止することができ、また、当社取締役の任期は１年であり毎年の定時株主総

会で取締役の構成員の交代を一度に行うことができることから今後の本プランの更新、廃止について、株主の皆様

の意思が反映されるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、当社取締役の地位の維

持を目的とするものではありません。　

(4) 研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は51百万円であり、このうちほぼ全

額が空調配管事業に含まれております。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 76,460,000

計 76,460,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 23,400,000 23,400,000

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数100株

計 23,400,000 23,400,000 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（平成16年６月18日定時株主総会決議）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数 670個

新株予約権のうち自己新株予約権の数  － 個

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数 　　67,000株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり 260,400円

新株予約権の行使期間
平成18年６月19日から

平成22年６月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

　　発行価格 　2,604円（注）２

資本組入額 1,302円

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。（注）

３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分

は認めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（平成17年６月17日定時株主総会決議）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数 3,202個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －　個

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数 　　 320,200株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり 348,000円

新株予約権の行使期間
平成19年６月18日から

平成23年６月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

　　発行価格 　3,480円（注）２

資本組入額 1,740円

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。（注）

３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分

は認めないものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、当社が

新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場

合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものと

する。

　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、付

与株式数を調整する。

２．次の①または②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式により調整し、調整により生じる１円未

満の端数はこれを切り上げる。

①当社が、発行日以降、当社普通株式の分割または併合を行う場合

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１

分割・併合の比率

②当社が、発行日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う

場合（新株予約権の行使の場合を除く）

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員の地位

を有しているものとする。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限りではない。

その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－ 23,400,000 － 8,120 － 8,328
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(5) 【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、スティールパートナーズ ジャパン ストラテジックファンド（オフショア）

エルピーから平成21年１月９日付の大量保有報告書（変更報告書）及び平成21年１月15日付の同報告書に係る

訂正報告書の写しの送付があり、平成21年１月５日現在で1,122千株を保有している旨の報告を受けております

が、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 

　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

　　　大量保有者　　　　スティールパートナーズ ジャパン ストラテジックファンド（オフショア）エルピー

　　　住所　　　　　　　C/O MORGAN STANLEY FUND SERVICES(CAYMAN)LTD.

  　                    P.O.BOX2681 GT,CENTURY YARD 4TH FLOOR,CRICKET SQUARE HUTCHINS DRIVE

  　                    GEORGE TOWN GRAND CAYMAN,CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES

  　  保有株券等の数　　1,122千株

　　　株券等保有割合　　4.80％ 

 

　当第３四半期会計期間において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項

の規定に基づき、自己株式を497千株取得したこと等により、平成20年12月31日現在、次のとおり自己株式を保有

しております。

　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　因幡電機産業株式会社

　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市西区立売堀四丁目11番14号

　　　所有株式数　　　　　　　　　　　　　　　　1,423千株

　　　発行済株式総数に対する所有株式数の割合　　6.08％ 

　

(6) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】 

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 925,300 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,455,300 224,553 同上

単元未満株式 普通株式 19,400 － －

発行済株式総数 23,400,000 － －

総株主の議決権 － 224,553 －

　（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数23個が含まれております。
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②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）                  

因幡電機産業株式

会社

大阪市西区立売堀

四丁目11番14号
925,300 － 925,300 3.95

計 － 925,300 － 925,300 3.95

　（注）　平成20年12月31日現在の当社保有の自己株式数は1,423,170株であります。 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 3,200 3,480 3,330 3,120 3,020 2,785 2,630 2,630 2,620

最低（円） 2,900 2,980 3,010 2,905 2,700 2,220 1,800 2,000 2,185

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,390 16,835

受取手形及び売掛金 ※2
 44,779

※2
 55,098

有価証券 400 1,003

商品及び製品 8,573 7,721

仕掛品 14 22

原材料及び貯蔵品 155 195

その他 1,491 2,512

貸倒引当金 △23 △25

流動資産合計 72,781 83,365

固定資産

有形固定資産

土地 11,913 11,913

その他（純額） 7,531 7,916

有形固定資産合計 ※1
 19,445

※1
 19,829

無形固定資産 476 428

投資その他の資産

投資有価証券 8,456 10,677

その他 2,319 2,024

貸倒引当金 △144 △235

投資その他の資産合計 10,632 12,466

固定資産合計 30,554 32,724

資産合計 103,336 116,089

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 32,671 40,817

未払法人税等 102 2,196

賞与引当金 1,202 2,327

役員賞与引当金 72 118

役員退職慰労引当金 － 317

その他 1,331 1,345

流動負債合計 35,380 47,123

固定負債

退職給付引当金 61 68

その他 3,827 3,659

固定負債合計 3,889 3,727

負債合計 39,269 50,851
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,120 8,120

資本剰余金 8,328 8,371

利益剰余金 51,341 56,618

自己株式 △3,715 △8,036

株主資本合計 64,074 65,073

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △58 118

評価・換算差額等合計 △58 118

少数株主持分 50 45

純資産合計 64,066 65,237

負債純資産合計 103,336 116,089
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(2) 【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 129,101

売上原価 109,656

売上総利益 19,445

販売費及び一般管理費 ※
 12,605

営業利益 6,839

営業外収益

受取利息 96

受取配当金 197

仕入割引 694

その他 94

営業外収益合計 1,083

営業外費用

支払利息 36

売上割引 819

その他 26

営業外費用合計 882

経常利益 7,039

特別利益

投資有価証券売却益 10

その他 0

特別利益合計 11

特別損失

固定資産除却損 4

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 1,436

特別損失合計 1,441

税金等調整前四半期純利益 5,610

法人税、住民税及び事業税 2,281

法人税等調整額 225

法人税等合計 2,506

少数株主利益 4

四半期純利益 3,098
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 39,118

売上原価 33,355

売上総利益 5,762

販売費及び一般管理費 ※
 3,943

営業利益 1,818

営業外収益

受取利息 34

受取配当金 70

仕入割引 221

その他 28

営業外収益合計 355

営業外費用

支払利息 12

売上割引 256

その他 8

営業外費用合計 277

経常利益 1,896

特別損失

固定資産除却損 1

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 1,433

特別損失合計 1,435

税金等調整前四半期純利益 460

法人税、住民税及び事業税 641

法人税等調整額 △389

法人税等合計 252

少数株主利益 0

四半期純利益 208

EDINET提出書類

因幡電機産業株式会社(E02761)

四半期報告書

21/28



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 5,610

減価償却費 683

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △317

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,125

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46

投資有価証券評価損益（△は益） 1,436

受取利息及び受取配当金 △294

支払利息 36

売上債権の増減額（△は増加） 10,393

たな卸資産の増減額（△は増加） △803

仕入債務の増減額（△は減少） △8,146

未払消費税等の増減額（△は減少） △116

預り保証金の増減額（△は減少） 145

その他の資産・負債の増減額 460

その他 △94

小計 7,813

利息及び配当金の受取額 295

利息の支払額 △44

法人税等の支払額 △4,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △100

有価証券の償還による収入 800

有形固定資産の取得による支出 △216

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △422

投資有価証券の償還による収入 700

投資有価証券の売却による収入 20

その他 32

投資活動によるキャッシュ・フロー 821

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,247

ストックオプションの行使による収入 3

配当金の支払額 △2,850

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454

現金及び現金同等物の期首残高 15,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 16,290
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、10,919百万円

　　であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、10,385百万円

　　であります。

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

　　いては、手形交換日をもって決済処理をしておりま

　　す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機

　　関の休日であったため、次の第３四半期連結会計期

　　間末日満期手形が第３四半期連結会計期間末残高に

　　含まれております。

受取手形 1,705百万円

※２　     　　　 　――――――

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

報酬及び給料手当 4,982百万円

賞与引当金繰入額 1,133百万円

運賃及び荷造費 1,557百万円

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

報酬及び給料手当 1,413百万円

賞与引当金繰入額 510百万円

運賃及び荷造費 461百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 17,390百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△1,100百万円

現金及び現金同等物 16,290百万円

 

　

EDINET提出書類

因幡電機産業株式会社(E02761)

四半期報告書

23/28



（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平

成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　23,400千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　 1,423千株

３．配当に関する事項

配当金支払額　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月20日

定時株主総会
普通株式 2,854 127平成20年３月31日平成20年６月23日利益剰余金

４．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成20年６月30日付で、自己株式2,086千株の消却を行いました。この結果、当第３四半期連結累計期間

において資本剰余金が42百万円、利益剰余金が55億22百万円、自己株式が55億64百万円減少しました。また、当第

３四半期連結会計期間において、自己株式を497千株、12億47百万円を取得いたしました。この結果、当第３四半期

連結会計期間末において資本剰余金が83億28百万円、利益剰余金が513億41百万円、自己株式が37億15百万円と

なっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
電気機器事業
（百万円）

産業機器事業
（百万円）

空調配管事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        
(1) 外部顧客に対する売

上高
28,144 5,087 5,852 33 39,118 － 39,118

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
49 191 597 43 881 △881 －

計 28,193 5,279 6,450 77 39,999 △881 39,118

営業利益 451 64 1,285 2 1,804 13 1,818

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
電気機器事業
（百万円）

産業機器事業
（百万円）

空調配管事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        
(1) 外部顧客に対する売

上高
88,62116,46423,891 124 129,101 － 129,101

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
177 601 2,199 58 3,036△3,036 －

計 88,79817,06626,091 182 132,138△3,036129,101

営業利益 1,307 266 5,213 7 6,796 42 6,839

　（注）１．事業区分の方法

事業は、商品・製品の種類別区分によっております。

２．各区分に属する主要な商品・製品の名称

事業区分 主要商品・製品

電気機器事業 電線ケーブル類、照明器具、配分電盤、通信機器等

産業機器事業 センサー、ＦＡ機器、電子機器等

空調配管事業 ペアコイル、スリムダクト、耐火プラグ等

その他の事業 旅行取次業サービス等

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　

平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。　

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　

平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 2,912.91円 １株当たり純資産額 2,900.87円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 138.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
138.08円

１株当たり四半期純利益金額 9.30円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 3,098 208

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 3,098 208

期中平均株式数（千株） 22,438 22,366

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 3 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

平成17年６月17日定時株主総会

決議

ストックオプション

 普通株式  320,200株

(新株予約権  3,202個)

なお、この詳細は「第４　提出会

社の状況　１．株式等の状況　

(2) 新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  
平成21年２月２日

　

因幡電機産業株式会社   

 取締役会　御中  

 監査法人トーマツ　 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大西　寛文　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 和田　朝喜　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている因幡電機産業株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、因幡電機産業株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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